
 

 
 

Ⅴ めぐろ学校サポートセンターの事業 

目黒区めぐろ学校サポートセンターは、めぐろ学校教育プランが掲げる「魅力と活力にあふれ、信頼される
学校」の実現を目指し、平成20年度に旧守屋教育会館の業務を拡充し設置されました。めぐろ学校サポート
センターは、「教職員サポート」「学習・相談サポート」の2つの基本的サポート機能をもち、教職員の研修や
子どもたちの教育に関する支援を行っています。 

 

１ 教職員サポート（教職員の支援及び育成に関する事業） 
(1) 教職員の研修 
   職層研修12回、必修研修27回、課題別研修24回、特別支援教育等研修14回、その他1回計78回の研
修を実施し、延べ10,632名の参加がありました。 

 

 

研修 
種別 

研修名 対  象 内   容 

実 
施 
回 
数 

参加 
者数 

職層 
研修 

校(園)長研
修 

小・中学校校長、 
こども園・幼稚園長 

・法を踏まえたいじめ問題への対応 
1 34

副校(園)長
研修 

小・中学校副校長、 
こども園副園長 

・働き方改革時代の管理職に求められるタイムマネ
ジメントスキル 

1 33

新補・転補 
校(園)長研
修 

新補・転補小・中学
校長及びこども園・
幼稚園長 

・目黒区教育委員会における教育の推進について 
1 5

新補・転補 
副校(園)長
研修 

新補・転補小・中学
校副校長及びこども
園副園長 

・目黒区教育委員会における教育の推進について 
1 7

主幹教諭研
修 

小・中学校主幹教諭 ・教員の指導・育成について 
1 56

主幹教諭任
用時研修 

令和2年度新規主幹
教諭及び、元年度ま
でに任用時研修を未
修了の者 

・主幹教諭の職及び主幹教諭に望むこと 
・服務事故防止、危機管理等 

2 15

主任教諭任
用時研修 

令和2年度新規主任
教諭及び、元年度ま
でに任用時研修を未
修了の者 

・主任教諭の役割と人材育成 

 1 21

学校マネジ
メント講座 

本人の希望と管理職
による推薦から決定 

・特色ある学校づくり等 
・教育委員会の組織と役割等 
・服務事故防止、危機管理等 
・教育委員会施策等 

4 62

必修 
研修 

初任者研修 初任者研修対象者   
(新規採用教員、期
限付き任用教員）    
[こども園・幼稚園
教諭は、区における
研修の一部を受講] 

・教師としての心構え、目黒区の教育施策、人権を
尊重した教育の推進、服務の厳正 

・新規採用者に向けて、接遇・マナー、保護者対応
等 

・授業力向上に向けて（全5回） 
・事故の未然防止 
・児童・生徒理解について 
・1年間のまとめ 

10 458

初任者集中
研修 

令和2年度新規採用
教員及び、元年度期
限付き任用教員 

・夏季集中研修 
・巡回訪問 3 134
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研修 
種別 

研修名 対  象 内   容 

実 
施 
回 
数 

参加 
者数 

必修 
研修 

2年次研修 初任者研修を修了し
た2年目教員  

・実践的な指導力の向上 
・授業研究の実際 

3 106

3年次研修 
 

2年次研修を修了し
た3年目の教員 

・実践的な指導力の向上 
・授業観察 
・授業力向上に向けて 

3 86

中堅教諭等
資質向上研
修Ⅰ 

中堅教諭等資質向上
研修Ⅰ対象者 

・授業力の分析と課題設定 
・学習評価の改善 
・生活指導、学級経営 
・教育法規等 
・服務等 
・授業研究の実際（全3回）等 

8 184

課題別 
研修 

人権教育研
修 

こども園・幼・小・中
教諭・主幹等人権教
育担当者及び希望
者・中堅教諭等資質
向上研修Ⅰ対象者 

・偏見や差別への取り組み 
・人権教育における実際の指導 
 

4 791

すべての教員・事務
職員・栄養士（悉
皆） 

・人権教育に関する確認（ｅラーニングによる研
修） 

小学校就学
前教育研修 

公私立こども園・幼
稚園教諭、公私立保
育園保育士、各小学
校教諭等 

・円滑な接続を図った幼児教育の指導 

1 35

実務担当者
研修 

各種担当教員 ・各種担当教員としての実務能力の伸長 
9 1,160

℮ラーニン
グ全教職員
悉皆研修 

全教職員 
 
 

・今日的な教育課題に対する理解・対応力の向上  

10 6,420

特別支援 
教育等研修 

特別支援 
教育研修 

各学校、関係機関等
の特別支援教育に関
わる教職員等 

・通常の学級に在籍する特別な支援を要する児童・
生徒への支援・指導 

・特別な支援を必要とする幼児・児童・生徒の保護
者との連携・協力 

3 102

特別支援学
級・特別支
援教室研修 

特別支援学級担当教
員・特別支援教室担
当教員及び希望者 

・難聴児、言語障害児、及び保護者への総合的アプ 
ローチ 

・学校生活支援シート、個別指導計画の作成と活用 
・自立活動の指導の具体 

3 68

教育相談初
級研修 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2・3年次の全教員
（2年間で全単位を
修了する）及び希望
者 
 
 
 
 
 
 
 

・学校教育相談とは～担任が行う教育相談における
基本について～ 

・構成的グループエンカウンター等を通した人間関
係づくりについて～ 

・ソーシャルスキルトレーニングの意義と効果 
・虐待・ネグレクトを受けている子どもの理解と支
援～学校（園）での対応のヒント～ 

・学校教育における認知行動療法の具体的な指導 
・不登校の未然防止と早期解決に向けて 
・性にかかわる多様な相談への対応に向けて～LGBT
に悩む児童生徒の理解と支援～ 

7 207
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(2) 教育に関する調査普及 

ア 教材貸出 
音楽授業で活用するため和楽器（琴）を各学校に貸し出しました。 

   小学校15校、中学校6校（延べ182面） 
 
イ ｅラーニングの研修教材の改善と作成 

平成23年度から実施しているｅラーニング研修の研修教材を改善するとともに、新たな研修教材を作成
しました。 
 

２ 学習・相談サポート（学習支援教室の運営及び教育相談に関する事業） 

(1) 学習支援教室 

ア  学習支援教室「めぐろエミール」の運営 

不登校の中学生を対象に適応指導教室として「めぐろエミール」を平成7年6月に開設しました。現在

は長期間登校することのできない小・中学生を対象とした学習支援教室として、児童・生徒一人ひとりの

状態に応じた学習支援や教育相談等を行い、自立の力をつけ、集団生活への適応を図るとともに、学校復

帰を目指しています。 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

イ メンタルフレンド事業 

 平成10年9月から実施している事業で、長期欠席児童・生徒の自宅・学校へ「メンタルフレンド」を派

遣し、話し相手や相談相手になり、一緒に遊ぶ等のふれあいを通して自分自身を見つめさせ、人や社会との

関わり方を身に付けさせることを目的としています。 

 大学と連携した新たなメンタルフレンド事業を平成 24 年度から試行で実施し、平成 25 年度からメンタ

ルフレンドが学習支援教室「めぐろエミール」や学校、長期欠席児童・生徒の自宅で活動しています。 

 登録者数 7人 

 

研修 
種別 

研修名 対  象 内   容 

実 
施 
回 
数 

参加 
者数 

特別支援 

教育等研修 

特別支援教
育に関する
今日的な教
育課題への
対応 

全教員 ・障害者差別解消法の理解 

1 566

その他 

着任研修 令和2年度から新た
に目黒区に着任した
教職員、学習指導講
師 

・目黒区の特色ある教育活動について等 
 

1 82

開室場所 めぐろ学校サポートセンター 3階 

開室日 週5日（月曜日～金曜日） 

開室時間 午前9時00分～午後3時 水曜日は午前12時まで 

通級児童生徒数 80名 

指導体制 11名 

活動内容 
相談活動（生活相談、学習相談、進路相談等） 
学習活動（各教科の学習支援） 
体験活動（レクリエーション、調理実習、校外学習等）
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(2) 教育相談 

児童・生徒及び幼児の心身の健全な発達を図るため、発達障害、学業上の問題、進路等、不登校、性格行
動上の問題、学校教師学校生活、友人関係、精神・身体・健康、家庭生活・子育てしつけ等、教育上の諸問
題についての相談に応じる。また、学校内での教育相談活動を援助するため、学校教育相談、研修会の開
催等、多様化する相談業務に対応できるよう努めました。 
 

ア 教育相談員構成 
教育相談員（心理相談専門員）11名 
 

イ 来室教育相談 
毎週月曜～土曜日（午前10時～午後5時） 開室日数250日 

 
ウ 電話教育相談 
毎週月曜～金曜日（午前10時～午後5時） 受付日数235日 
夏の電話相談（8/21～8/24） 相談件数 0件 
 

 エ その他 
  緊急事態宣言が発令されたために、4月と5月は来室相談を停止し、6月からは十分に感染予防しなが
ら相談業務を行いました。 

 
来室相談者数                    来室相談主訴（男女別） 

  
 

 
来室相談状況(延べ人数) 

来室者 

性別 
幼児 小学生 中学生 

高校生 

その他 

教師 

その他
保護者 

電話での 

対応 
延べ人数

男 3 494 92 93 0 129 

女 7 445 208 46 13 1,258 

合計 10 939 300 139 13 1,387 240 3,028

 

 

  

性別 
対象者 

男 女 計 ％ 

幼児 4 3 7 1.7

小学生 196 90 286 69.1

中学生 46 47 93 22.4

高校生 16 12 28 6.8

その他 0   0 0 0

合 計 262 152 414 100.0

性別 
内容 

男 女 計 ％ 

発達障害 7 4 11 3.0

学業上の問題 56 22 78 19.0

進路等 4 2 6 1.0

不登校 39 43 82 20.0

性格行動上の問題 142 57 199 48.0

学校教師学校生活 6 3 9 2.0

友人関係 2 4 6 1.0

精神・身体・健康 4 6 10 2.0

家庭生活・子育てしつ

け 
2 10 12 3.0

その他 0 1 1 0.0

合  計 262 152 414 100.0
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電話教育相談件数                    電話教育相談 内容別件数 

 
 
 
 
 
 
 
 
(3) 不登校の状況 

目黒区立小・中学校における令和 2 年度の不登校児童・生徒（※注）数は、小学生 64 人、中学生 110 人、

合計174人です。 

（注）不登校児童・生徒：文部科学省の調査において、年度中に30日以上欠席した児童・生徒で、何らか

の心理的、情緒的、身体的、あるいは社会的要因・背景により、児童・生徒 が登校しない、あるいはしたく

ともできない状況にある者（ただし、「病気」や「経済的理由」、「新型コロナウィルス感染症回避」による者

を除く。）をいう。 

 

(4) スクールカウンセラー 

小中学校、幼稚園・こども園の教育相談の充実を図るために、小学校には延べ区 28 人（22 校）、都 23 人

（22校）、中学校には都11人（9校）、区16人(9校)のスクールカウンセラーを派遣しています。幼稚園・こ

ども園には区3人(3園)のスクールカウンセラーを派遣しています。 

 
ア 目的 

学校における児童・生徒にかかわるいじめや不登校及び集団不適応等の問題の解決、並びに発達障害の
支援をしています。また、児童・生徒や保護者、教職員への相談活動を通して支援を行っています。 

 
イ 内容 
(ア) 児童・生徒等の行動観察とカウンセリングや行動観察に基づく保護者及び教員へのカウンセリン

グ及びコンサルテ－ションを行っています。 
(イ) いじめや不登校、集団不適応及び発達障害に関する事例研究等や校内研修会での助言等、支援を行

っています。 
(ウ) 小中学校には週2～3回、幼稚園・こども園には月3回の割合で定期的に派遣しています。 
 

ウ 令和２年度スク－ルカウンセラ－の延相談件数 

小学校 中学校 幼稚園・こども園 

児 童 4,530 生 徒 2,896 園  児 69 

保護者 2,416 保護者 809 保護者 122 

教 員 8,077 教 員 3,304 教員 99 

その他 294 その他 242 その他 5 

合 計 15,317 合 計 7,251 合  計 295 

行動観察 2,940 行動観察 3,428 行動観察 359 

相談者 件数 ％ 

父親 2 2.7 

母親 65 86.6 

本人 5 6.7 

その他 3 4.0 

合計 75 100.0 

 性別 

内容 
男 女 不明 計 ％ 

発達障害 1 3 0 4 5.3

学業上の問題 1 1 0 2 2.7

進路等 5 0 0 5 6.7

不登校 3 8 0 11 14.7

性格行動上の問題 7 8 0 15 20.0

学校教師学校生活 15 3 0 18 24.0

友人関係 2 1 0 3 4.0

精神・身体・健康 1 3 0 4 5.3

家庭生活・子育てしつけ 3 0 0 3 4.0

その他 5 2 3 10 13.3

合計 43 29 3 75 100.0
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エ その他 

令和 2 年度は、4 月と 5 月に緊急事態宣言が発令されたため、スクールカウンセラーの派遣がほとん
どありませんでした。 
区と都のスク－ルカウンセラ－の連絡会を年3 回予定し、スクールカウンセラー同士の情報交換や情

報共有をし、連携の強化を図りました。しかし、二度目の緊急事態宣言が発せられたため、3回目の連絡
会は実施することができませんでした。 

 

(5) スクールソーシャルワーカー 

児童・生徒の様々な問題に対応するため、福祉の専門家として令和 2 年度 4 名のスクールソーシャルワー

カーを、めぐろ学校サポートセンターに配置しています。 

ア 目的 

不登校や虐待、非行等を解決するために、学校や家庭、関係機関等と連携し直接的・間接的に児童・生徒
とその保護者等とかかわり支援しています。 

 

イ 内容 

① 学校や関係機関等と連携し児童・生徒が置かれた環境への働きかけ（保護者、教職員等に対する

支援・情報提供など）を行っています。 

② 年に2回学校訪問を行っております。 

 

ウ 令和２年度スク－ルソーシャルワーカーの対応件数 

    訪問・連携等の延べ件数（関係所管別） 

学校 家庭 教育委員会関係 関係機関 その他 合計 

611 460 443 52 125 1691 

  ※関係機関とは、子ども家庭支援センター、児童相談所です。 

 
３ その他のサポート機能 
 
(1) 夏休み優秀作品展 

平成22年度までめぐろ学校サポートセンターを会場に「夏休み理科作品展」として作品を展示していまし
たが、平成23年度から「夏休み優秀作品展」として区のホームページ上で作品を紹介しています。 
 
夏休み優秀作品展 

 

 

 

 
 
(2) 教育資料の整備・活用 

ア  教科書センター 
使用する小・中学校の教科書を法定展示として、令和2年6月12日から6月27日までめぐろ学校サポ

ートセンター2階の教科書センターにて展示しました。なお、目黒区立学校で使用している教科書は常時展
示しています。 
 
イ  図書資料室 

教育に関する調査・研究収録、専門図書、教育に関する出版刊行物を常時展示し、学校教職員及び教育
委員会関係者の閲覧に供しました。 

 
(3) 視聴覚ライブラリー 

学校教育における学習指導の補助教材として、また、社会教育活動の学習資料として、「視聴覚教材」は
活用されています。 

期 間 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、令和 2 年度は中止し

ました。 出品数 
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視聴覚機材利用状況 

 機    材 

計 16ミリ 

映写機 

テープ

デッキ 

スライ

ド映写

機 

ＶＴＲ

デッキ

液晶

ビジョ

ン 

ＶＴＲ

カメラ

プレゼ

ンター
ＯＨＰ

ＴＶモ

ニター

スクリ

ーン 

演台 

アンプ 
他 

区立幼・こども園・小・
中学校 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 教育委員会各課 0 0 0 0 19 0 3 0 1 0 17 6 46

 他（区各課） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 保育園 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 児童館 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2

 学童保育クラブ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0

 私立幼・小学校 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 ＡＶＬ登録団体 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合   計 0 0 0 1 20 0 3 0 1 0 17 6 48

 

教材利用状況 

 教  材 
計 

16ミリ教材 ＶＴＲ教材 他 

区立幼・こども園・ 
小・中学校 

0 0 0 0 

 教育委員会 0 0 0 0 

 他（区各課） 0 0 0 0 

 保育園 0 0 0 0 

 児童館 0 2 0 2 

 学童保育クラブ 0 0 0 0 

 私立幼・小学校 0 0 0 0 

 ＡＶＬ登録団体 0 0 0 0 

合   計 0 2 0 2 

 
(4) めぐろ学校サポートセンター施設の利用提供 

  児童・生徒の利用、教職員の研修・研究及び調査、学校教育事業、その他教育委員会の教育の充実・振興

を図るため、研修室、理科室・音楽室を設置して、その利用に供しました。 

  また、運動場・体育館を開放して、目黒区の青少年のスポーツ振興を図りました。 

研修室等利用実績       

  第1研修室 第２研修室 第３研修室 第４研修室 音楽室 理科室 合計 

回数 82 58 43 26 10 36 255

人数 2,176 409 368 190 67 484 3,694

          

体育館・運動場利用実績 

  体育館 運動場 合計 

回数 113 228 341

人数 2,025 6,471 8,496

区 分 

区 分 
施 設 

施 設 
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